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一般財団法人　富山県教職員厚生会
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月払の加入日は年6回

一時払の加入日は年2回
厚生
会の「いきいき年金」

応援します
　　あなたの豊かな
　　　　セカンドライフ

応援します
　　あなたの豊かな
　　　　セカンドライフ

厚生会の「いきいき年金」
拠出型企業年金保険の特色とあらまし
１．効力発生日（加入日）

効力発生日（加入日）は2026年８月１日、2026年10月１日、2026年12月１日、2027年２月１日、2027年４月１日、

2027年６月１日の６回です。

２．掛　　　金
⑴　掛金の負担者は、ご加入者本人です。

⑵　月払掛金は前払で、毎月の給料より控除いたします。（例：８月加入の場合７月給与より控除いたします。）

　　月払掛金は１口1,000円で1,000円（１口）以上999,000円（999口）まで加入できます。

⑶　一時払掛金は、１口1,000円で５万円（50口）以上１万円（10口）単位で9,990,000円（9,990口）まで加入

できます。（効力発生日の前月20日までの入金が必要です。）

⑷　月払掛金、一時払掛金とも１口（1,000円）につき８円の制度運営費が含まれています。

３．月払掛金の変更
⑴　増口（年６回募集時）

　　1,000円から999,000円までの範囲で1,000円単位の希望の金額で増口できます。

⑵　育児休業による払込中止（月払掛金の全部中止）

　　育児休業時には月払掛金の全部払込中止の取扱いができます。（月払を全部中止すると一時払も全部中止

となります。）ただし、全部中止は、Ｂコース（自由コース）のみ取り扱います。Ａコース（税適コース）

は取扱いできません。

⑶　育児休業による一部払込中止（月払掛金の一部中止）

　　育児休業時には月払掛金の一部払込中止の取扱いができます。Ａコース、Ｂコースともに取り扱いますが、

それぞれ最低１口以上の継続が必要です。ただし、育児休業から復職時の月払掛金の変更（一部払込中止

前の掛金に戻すことも含む）については、年６回の募集時に申込書の提出が必要となります。

４．�一時払掛金（各コースにつき、月払に加入していることが必要です。一時払のみのご加入は
できません。）
⑴　年２回（８月・２月）に加え、退職時にも年金を増額するため払い込むことができます。

⑵　脱退時に確定年金を希望する場合の一時払掛金は、脱退時積立金（脱退一時金相当額）を上限とします。

５．払出し　Ｂコース（自由コース）のみ
⑴　ご加入者が以下の①～⑥までの事由に該当する場合、お申出により積立金残高の範囲内で支払希望金額を

指定して積立金の一部を払い出すことができます。なお、払出し以後もお払込みいただく掛金は、これま

でと同額となります。

⑵　払出しをする場合は厚生会へ申し出てください。

　　 ①災害　②疾病・障害　③住宅の取得　④教育　⑤結婚　⑥債務の弁済

６．払込完了
定年時までとします。ただし、定年前に退職の時は、掛金の払込みはその時までとします。

７．年金受給権の繰延べ
年金受取を最長５年間１年単位で繰り延べることができます。

８．年金の支払い
⑴　年金は、３ヵ月ごと（２月・５月・８月・11月）に支払われます。

⑵　年金・脱退一時金の受取人は加入者本人とします。

⑶　年金受給期間（保証期間）中に年金受取人が死亡した場合は、労働基準法施行規則第42条から第45条に定

める遺族が継続して、残余保証（支払）期間の年金の受取人になることができます。また、その継続年金

受取人は、将来の年金の支払いにかえて、残余保証（支払）期間の未支払年金現価を一時金として受け取

ることができます。

⑷　Ｂコース（自由コース）で、月払と一時払の年金月額合計が１万円未満となる場合には年金にかえて一時

金での受取りとなります。

⑸　年金受取期間中に将来の年金にかえて一時金をご希望のときは、残余保証（支払）期間の未支払年金現価

を受け取ることができます。この場合、保証期間付終身年金については保証期間経過後ご加入者本人が生

存のとき年金が再開されます。

９．毎年の決算（７月末）により配当金が生じた場合
・掛金払込期間中は積立金の積増しに充当します。　　　・年金支払開始後は年金の増額に充当します。

引受保険会社　富 国 生 命 保 険 相 互 会 社

富山支社／〒930－0005 富山県富山市新桜町2－21 MKD.9富山ビル8F　TEL（076）432－2750

富国－企－2025－104

（2026.2 .12）



令和６年３月末をもって販売終了のため、お

取扱いできません。

・Aコース（税適コース）は年金と一時金の重複選択は

できません。Bコース（自由コース）は重複選択可能。

35歳加入（退職年齢62歳・加入年数27年）

62歳時退職のとき

約371万円

（掛金累計　324万円）

遺族一時金

62歳

62歳時退職のとき

約237万円

（
掛
金
合
計
524
万
円
）

62歳

脱退一時金・
遺族一時金　

609

103,900円

623

644
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664

36,900

27,300
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327

283

記　入　例
　１枚目…フコク生命提出用
　２枚目…団体（契約者）控
※１・２枚目を提出してください。

　３枚目…ご加入者控（提出不要）

ご加入のお申込み・お問合わせは厚生会事業係（☎076－432－1252）まで

【税務上の取扱い】   以下のお取扱いは、2026年４月１日現在の税制によるもので、将来変更される場合があります。なお、2012年１月
１日より生命保険料控除制度が改正されておりますが、厚生会「いきいき年金」の掛金については改正前の旧制度 
による保険料として取り扱われます。個別のお取扱いについては、所轄の税務署にご確認ください。

（１）脱退一時金等は一時所得となり、50万円の特別控除が適用されます。（所得税法第34条、同法施行令第183条）
　　　※脱退一時金等には、「脱退一時金」のほか「積立金の払出し」を含みます。
（２）ご加入者本人が受け取る年金は、雑所得となります。（所得税法第35条、同法施行令第183条）
　　　なお、雑所得の課税対象額が年間25万円以上となる場合は、年金のお支払いの都度、引受保険会社で雑所得の源泉徴収をいたします。
（３）遺族一時金は相続税の対象となりますが、受取人が法定相続人の場合は、他の生命保険と合算した金額について相続税法上一定の金額が非課

税となることがあります。（相続税法第３条・第12条）
（４）掛金から制度運営費を差し引いた額（保険料）が生命保険料控除の対象となります。
　　　Ｂコース（自由コース）…一般生命保険料控除（所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の２）
　　　Ａコース（税適コース）…個人年金保険料控除（所得税法第76条、同法施行令第211条・第212条）（地方税法第34条・第314条の２）

【基礎率変更権】
　保険会社は、金利水準の低下その他著しい経済変動など予見しえない事情の変更により年金額・給付金額等の算定基礎となる基礎率を変更するこ
とがあります。その場合には、年金額・給付金額等が減少することがあります。

【業務または財産の状況の変化による給付金額などの削減について】
　保険会社の業務または財産の状況の変化により、年金額・給付金額等が削減されることがあります。
　なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図
られることがありますが、この場合にも、年金額・給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構にお問合わ
せください。（裏面に記載の引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しております。）

【個人情報に関するお知らせ】
　当該保険の運営にあたっては、一般財団法人富山県教職員厚生会（以下「当厚生会」とする）はご加入者（被保険者）の個人情報（氏名、性別、
生年月日など）｛以下、個人情報｝ を取り扱い、当厚生会が保険契約を締結する生命保険会社（共同取扱会社を含みます。以下同じ）へ提供します。
当厚生会は、当該保険の運営において入手する個人情報を本保険の事務手続のために使用します。生命保険会社は受領した個人情報を、各種保険契
約のお引受け・ご継続・維持管理、一時金・年金等のお支払い、関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、
および業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する業務のために使用し、また、当厚生会および他の生
命保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお今後個人情報に変更などが発生した際にも、引き続き当厚生会および生命保険会社においてそれ
ぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
　記載の引受保険会社は今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。

【制度の運営】
　この制度は、一般財団法人富山県教職員厚生会が裏面に記載の引受保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約にもとづき運営いたします。引受
保険会社および引受割合は変更することがあります。

急速に進む少子高齢化！ ゆとりあるセカンドライフ資金の確保！
○公的年金制度の動向

　公的年金制度は2001年度より支給開始年齢の引上げが始まっており、その他にも保険料の引上げ、ボーナス時
の徴収などの改正が行われました。

○背景には急ピッチで進む少子高齢化が財政悪化の最大の要因
　65歳以上の人１人を、2024年には約2.0人の現役世代で支えていましたが、2055年には約1.4人で支えなければなら
ないと見込まれています。※総務省「人口推計（2024年10月１日現在）」および国立社会保障・人口問題研究所「日
本の将来推計人口（2023年推計）」の推計結果。
　厚生会では、1971年から「公的年金を自ら補完する年金制度『いきいき年金』」を導入しています。
制度の内容を十分にご理解いただき早期のご加入をおすすめいたします。

○制度のしくみと特長
　１．積立コース（両方のコースに加入することもできます）　※コース間の移行はできません。

　２．しくみ（以下のしくみ図記載の数値は右ページの給付額試算表にもとづいて算出しています。）

①満55歳未満の健康で正常に勤務されている会
員の方がご加入できます。

②掛金から制度運営費を差し引いた額（保険料）
が個人年金保険料控除の対象となります。

③年金受取を最長５年間１年単位で繰り延べる
ことができます。

④満60歳以上でかつ、10年以上の加入期間があ
れば年金種類を選択できます。

Ａコース（税適コース）
①満65歳以下の健康で正常に勤務されている会

員の方がご加入できます。

②５年確定年金が選択できます。

③積立金を払い出すことができます。

④年金受取を最長５年間１年単位で繰り延べる

ことができます。

⑤満45歳以上で年金種類を選択できます。

Ｂコース（自由コース）

月払給付額試算表 一時払給付額試算表

月払（１口1,000円で10口
　　　10,000円加入の場合）

※Ｂコース（自由コース）で年金
月額の金額が１万円未満とな
る場合には、年金にかえて一
時金での受取りとなります。

一時払（１口1,000円で100口10万円
　　　　加入の場合）
（一時払掛金は７月末日に入金した
計算例です）

※積立金額（脱退一時金額）および遺族一時金額が掛金累計額を下回る場合があります。

◎給付額は現時点で確定しておらず変動（増減）します。 

（注）年金開始後、年金受取人からのご希望により、将来の年金にかえて一時金をご希望

のときは、残余保証（支払）期間の未支払年金現価をお支払いします。この場合、

保証期間付終身年金については、保証期間（10年）経過後ご加入者本人が生存され

ているとき、年金のお支払いを再開します。

年金の給付 ……	Ａコース（税適コース）

満60歳以上で脱退もしくは払込完了時（定年時）に左記の年金種類を選択で

きます。

Ｂコース（自由コース）

満45歳以上で脱退もしくは払込完了時（定年時）に左記の年金種類を選択で

きます。

脱退一時金 ……	年金の受給資格を得る前に脱退したとき、その時点の積立金額をご加入者本

人にお支払いします。厚生会へお申込みください。

遺族一時金 ……	年金の受給資格を得る前に死亡したとき、その時点の積立金額に払込中の月

払掛金（１ヵ月分）相当額を加算して遺族の方にお支払いします。（遺族の順

位は労働基準法施行規則第42条から第45条に定めるところによります。）
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１、２枚目に必ず押印

　募集時の説明資料（ご契約の概要・注意喚起情報・拠出型企業年金保険のパンフレット）を受領し、制度内容等重要な事項を承諾のうえ、申込内容が自らの
意向に沿ったものであることを確認し、保険契約者（団体）を経由して拠出型企業年金保険へ加入を申込みます。また、個人情報の取扱いについても「拠出型
企業年金保険のパンフレット」によりその記載内容を承知し、同意のうえ、加入を申し込みます。なお、現在加入資格を有し、正常に勤務しております。

Ａコース（税適コース）は加入
日現在満55歳未満の方がご加
入いただけます。
ただし、すでにＡコース（税適
コース）にご加入の方は、月払
の変更や一時払の申込みがで
きます。

申込日の元号は、和暦で「令
和８年」とご記入ください。

Ｂコース（自由コース）は加入
日現在満65歳以下の方がご加
入いただけます。 

＊新規加入の場合は申込口数を、増口の
　場合は変更後の口数を記入してください。
 （既加入口数＋今回増口数＝変更後口数）
　既加入口数に変更がなければ申込書を提出して
　いただく必要はありません。

＊新規加入の場合、増口の場合ともに今回
申込口数を記入してください。また、一時
払手続書も同時に提出してください。

一般財団法人　富山県教職員厚生会

一般財団法人　富山県教職員厚生会

４種類の年金のうちいずれか１つを選択！

Ｂコース（自由コース）で「年金」、「一時金」
を重複して選択した場合は金額が異なります。

（和暦）

（和暦）

令和

加入
年数

掛金累計額
積立金額

（脱退一時金額）
遺族一時金額

10年確定年金を
選択した場合の
基本年金月額　

1 　  120,000円 約  117,800円 約  127,800円 約（1,000）円

2 　  240,000 　  236,900 　  246,900 　 （2,100）

3 　  360,000 　  357,400 　  367,400 　 （3,100）

4 　  480,000 　  479,400 　  489,400 　 （4,200）

5 　  600,000 　  602,700 　  612,700 　 （5,300）

10    1,200,000    1,241,600    1,251,600 　  10,900

15    1,800,000    1,919,000    1,929,000 　  16,900

20    2,400,000    2,637,300    2,647,300 　  23,200

25    3,000,000    3,399,100    3,409,100 　  29,900

26    3,120,000    3,556,900    3,566,900 　  31,300

27    3,240,000    3,716,600    3,726,600 　  32,700

28    3,360,000    3,878,200    3,888,200 　  34,100

29    3,480,000    4,041,700    4,051,700 　  35,500

30    3,600,000    4,207,100    4,217,100 　  37,000

給付額試算表の金額は、次の条件で計算しておりますが、実際にお支払いする金額は変動 

（増減）することがあり、将来の支払額をお約束するものではありません。

⑴常時、月払加入口数47,606口を維持していること。

⑵加入者全員の保険料が月払は毎月１日、一時払は７月末日に払い込まれること。

⑶給付額試算表の給付額は、取扱生命保険会社の予定利率（2026年４月１日時点）・予定

事業費率（2026年４月１日時点）にもとづき計算しております。予定利率などについて

は、将来変更される場合があります。

⑷給付額試算表の給付額に配当金は加算しておりません。

①毎年の配当金はそれぞれの支払時期の前年度決算により決定しますので、現時点では

確定しておりません。

②決算実績によって配当金をお支払いできない年度もあります。

③配当金が生じた場合には積立金の積増しに充当されます。

④年度途中で脱退された場合は、その年の配当金がありません。

加入
年数

積立金額
（脱退一時金額）
（遺族一時金額）

10年確定年金を
選択した場合の
基本年金月額　

1 約  98,760円 約（  870）円

2   99,910  （  880）

3 101,070  （  890）

4 102,250  （  900）

5 103,440  （  910）

10 109,630  （  960）

15 116,210 （1,020）

16 117,580 （1,030）

17 118,960 （1,050）

18 120,360 （1,060）

19 121,770 （1,070）

20 123,200 （1,080）

25 130,630 （1,150）

30 138,510 （1,220）


